
25

今
月
の

お
知
ら
せ

Inform
ation

電話番号
総務企画課
　総　務　班　　　☎ 82 ｜ 5050
　　　　　　　　　☎ 82 ｜ 5210
　企　画　班　　　☎ 82 ｜ 5220
町民生活課
　税　務　班　　　☎ 82 ｜ 5110
　町　民　班　　　☎ 82 ｜ 5100
保健福祉課
　保　健　班　　　☎ 84 ｜ 7005
　福　祉　班　　　☎ 84 ｜ 7010
産業振興課
　農　林　班　　　☎ 82 ｜ 5230
　交流推進班　　　☎ 82 ｜ 5240
環境整備課
　地域整備班　　　☎ 82 ｜ 5270
　生活環境班　　　☎ 82 ｜ 5280
会　計　室　　　　☎ 82 ｜ 5120
議会事務局　　　　☎ 82 ｜ 5300
農業委員会　　　　☎ 82 ｜ 5230
教育委員会　　　　☎ 82 ｜ 5320
学校給食センター　☎ 84 ｜ 7180
只見保育所　　　　☎ 82 ｜ 2219
朝日保育所　　　　☎ 84 ｜ 2038
明和保育所　　　　☎ 86 ｜ 2249
朝日診療所　　　　☎ 84 ｜ 2221
　　（歯科）　　　　☎ 84 ｜ 2612
訪問看護ステーション
　　　　　　　　　☎ 84 ｜ 2130
こぶし苑　　　　　☎ 84 ｜ 2101
保健福祉センター　☎ 84 ｜ 7005
只見地区センター　☎ 82 ｜ 2141
朝日地区センター　☎ 84 ｜ 2111
明和地区センター　☎ 86 ｜ 2111

今
月
の
納
期

税●
農
集
排
使
用
料

　
　
　
　
　
（
３
月
分
）

３
月
25
日
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

只見統合簡易水道施設等の一部管理を　平成25年４月１日から再委託しますので、
受託を希望される法人は下記の要綱に基づき関係資料の閲覧及び書類の提出をお願
いします。

記

只見統合簡易水道施設等維持管理業務委託要綱

１．委託名称
　　　只見統合簡易水道施設等維持管理業務委託

２．委託実施場所
　　　①只見地区　 管路延長：20,005ｍ　　②黒谷地区　 管路延長：17,154ｍ
　　　③熊亀地区　 管路延長： 3,995ｍ　　④小林地区　 管路延長：14,357ｍ
　　　⑤塩沢地区　 管路延長： 5,539ｍ　　⑥叶津地区　 管路延長： 1,609ｍ
　　　⑦寄岩地区　 管路延長：　 339ｍ　　⑧宮渕地区　 管路延長：　 766ｍ
　　　⑨不動堂地区　 管路延長： 1,586ｍ

３．業務委託期間
業務の委託期間は平成25年4月1日から平成2６年３月３1日までとする。

※　選定委員会の審査結果によっては、複数年契約も可能とする。
業務受託者は町から技術指導を受け、業務の遂行に支障をきたすことのない

ように引き継がなければならない。

４．業務委託内容
　　「只見町浄配水場等運転管理業務委託仕様書」による。

５．応募資格要件
　　１）受託水道業務技術管理者を配置していること。
　　２）受託に必要な資格者や実務経験者が確保されていること。
　　３）緊急時の支援体制が確保されていること。
　　４）只見町に事業所を有すること。

６．募集手続
「只見町浄配水場等運転管理業務委託仕様書」及び関係資料の閲覧、概要説明

等を平成25年３月4日㈪から平成25年３月14日㈭までの午前9時から午後5時まで只
見町役場 環境整備課 事務室内で実施する。

なお、質問等については上記の期間内に、書面に内容を簡潔にまとめて提出
すること。回答は書面により行い質問者への送付する。また、募集期間中に質
問書と合わせて閲覧に供する。

７．提出書類
１）会社概要書
２）資格要件に記載した資格を有する証明書等の書類
３）施設管理に関する計画及び業務遂行・危機管理体制の企画書
４）水質管理の計画書
５）業務委託料見積書
６）委託料費用内訳明細書

８．提出期限
平成25年３月19日㈫までとする。

９．書類提出先
只見町役場　環境整備課　生活環境班（電話　８２−５２８０）

10．選定基準
只見町プロポーザル方式業者選定委員会設置要綱に基づき、応募資格要件、

会社概要及び各種企画書、計画書を基に審査し選定する。

簡易水道施設等維持管理業務委託　公募
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１日 土地改良区理事会・新年会
４日 当初予算町長査定（～６日）
７日 南会津広域市町村圏組合管理者会、福島

県土地連南会津支部総会、南会津地方土
地開発公社理事会、会津高原ふるさと推
進協議会理事会、南会津地方町村会総会

８日 只見ふるさとの雪まつり雪像引渡式、柏
市との懇談会

９日 只見町ふるさとの雪まつり開会式
1０日 只見ふるさとの雪まつり（第2日目）
1３日 只見線活性化協議会中央要望（国土交通

省、総務省）
14日 会津総合開発協議会緊急要望活動（総務

省、国土交通省、自民党本部）
15日 只見町農業再生協議会通常総会
1７日 只見町町民スキー大会、からむしの里雪

まつり、会津かねやま雪まつり、役場庁
舎プロポーザル第３次審査会

19日 臨時庁議
2０日 関東森林管理局長表敬訪問
21日 只見町議会全員協議会
22日 季の郷湯ら里取締役会
24日 青少年健全育成主張大会・標語表彰式、

芸術文化賞・スポーツ優秀選手賞・町民
文芸コンクール表彰式

25日 福島県町村会役員会
2６日 福島県町村会定期総会、福島県国民健康

保険団体連合会通常総会
2７日 ＪＲ只見線要望活動（復興大臣、国土交通

大臣、ＪＲ東日本本社）
2８日 南会津地方環境衛生組合議会定例会、南

会津地方広域市町村圏組合議会定例会

町 長 室 日 誌
〈　2　月　分　〉

　東日本大震災で犠牲になった方々の追悼と南会津地域の復興
を祈念するイベントを開催します。お誘い合わせのうえ、ぜひ
ご参加ください。入場は無料です。当日はマトンケバブなどの
無料ふるまいもあります。

○と　き　　３月11日（月）　午後４時～午後８時

○ところ　　御蔵入交流館（南会津町田島字宮本東２２）

○内　容　　ワークショップ、作品展示、追悼行事、
　　　　　　復興祈念イベント、キャンドルナイト、花火など

※当日は無料の送迎バスを運行します。事前に申し込みが必要
ですので、参加希望の方は、３月11日（月）の正午までに総
務企画課企画班（下記）へご連絡ください。

3.11ふくしま復興の誓い2013in南会津　開催

【問い合わせ】総務企画課企画班　☎０２４１－８２－５２２０

「日本精神衛生学会」では、災害発生時に精神的な問題に対応
する緊急対応組織として、MCRT（メンタル・クライシス・レ
スポンス・チーム）を設置し活動しています。
東日本大震災発生から2年を迎えるにあたり、フリーダイヤ
ルによる電話相談を開設します。この電話は被災者の方々や支
援活動に従事されている方々の精神的な悩みなどに対応します。
ご相談ください。

東日本大震災「こころの相談電話」　
☎0120－111－916（フリーダイヤル）

相談内容　　○被災者の方々の被災に伴う精神的な悩みや問題
に関すること

　　　　　　○支援活動に関係する方々の精神的なサポート
　　　　　　○原発損壊に伴う各種不安に対するサポート

開設日時　　平成25年3月13日㈬～20日㈬の8日間
午前10時～午後8時

相談担当　　臨床心理士、保健師・精神保健福祉士、精神科
医師など

【問い合わせ】　日本精神衛生学会事務局
〒169−0075
東京都新宿区高田馬場2−1−2　
TOHMA高田馬場12階
ＴＥＬ：03−6457−3921
F A X：03−6457−3921
MAIL：n.s.e.g@d7.dion.ne.jp
東日本大震災支援チーム　代表　高塚雄介

こころの相談電話

行　　き
只見町役場 16：00
朝日地区センター 16：15
明和地区センター 16：25
御蔵入交流館 17：30

帰　　り
御蔵入交流館 20：15
明和地区センター 21：20
朝日地区センター 21：30
只見町役場 21：45

無料バス時刻表
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村上龍／著　（幻冬舎）
人生でもっとも恐ろしいのは、

後悔とともに生きることだ「結
婚相談所」。生きてさえいれば、
またいつか、空を飛ぶ夢を見ら
れるかも知れない「空を飛ぶ夢
をもう一度」。お前には、会社時
代の力関係が染みついてるんだ
よ「キャンピングカー」。夫婦だ
からだ。何十年いっしょに暮ら
してると思ってるんだ「ペット

ロス」。人を、運ぶ。人を、助けながら、運ぶ。何度も、
何度も、そう繰り返した「トラベルヘルパー」。ごく
普通の人々に起こるごく普通な出来事を、リアルな筆
致で描き出した村上龍の新境地。

藤井恵／著　（地球丸）
肉や野菜を加えた具だくさんの

スープなら立派なメインおかずに
なるし、白いご飯を添えればそれ
だけで栄養バランスのよい食事に。
そんな手間いらずの「おかずスー
プ」を、肉・魚介・野菜の素材ご
とに、約70レシピ紹介。

人のうごき

あ
と
が
き

町民の消息

★55歳からのハローライフ

農文協／著　（農文協）
身近な素材をとことん活かす。洗

剤、消臭剤、化粧水、歯磨き粉など
の日用品から、石窯、五右衛門風呂、
太陽熱温水器、土間、竹ハウス、エ
ネルギーなどの住まいまで、何でも
自分で作る暮らしを愉しむ農家の
技が満載。

★農家に教わる暮らし術

★おかずスープ

★図書室に関するご要望や購入図書のご希望など、お
気軽にお寄せください。

町民
憲章

１、ゆたかな緑ときれいな水をまもり美しい町をつくりましょう
１、互いに助け合い親切をつくし楽しい町をつくりましょう
１、産業をおこしみんなで働ける豊かな町をつくりましょう
１、教養を深め心と体をきたえ文化の町をつくりましょう
１、きまりを守り良い風習を育て住みよい町をつくりましょう

▽
今
年
は
、
昨
年
末
か
ら
の
降
雪
以

降
雪
が
降
り
続
き
、
只
見
町
で
も
記

録
的
な
豪
雪
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な
り
ま
し
た
。
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路
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き
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雪
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げ
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の
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さ
と
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り
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そ
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力
に
圧
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て
い
る
の
は
私
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し
ょ
う

か
。
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つ
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も
大
勢
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功
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足
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え
て
く
る
時

期
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っ
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ほ
し
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の
で
す
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▽
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な
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と
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崩
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起
き
た
り

高
く
積
も
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た
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が
崩
れ
た
り
と
危

険
度
が
増
し
ま
す
の
で
、
除
雪
作
業

は
け
が
な
ど
さ
れ
な
い
よ
う
十
分
に

注
意
し
て
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

平成25年2月1日現在

人　口　　  ４，７６０（－４）
　男　　  　２，３００（＋２）
　女　　  　２，４６０（－６）
世帯数　  　１，８３０（－４）

高齢化率　　４１．３％　　   　
※高齢化率とは、65歳以上の人が人口に占める割合です。

……………………………………………………………
転入　６　転出　２　出生　３　死亡　11

地区センター長
馬場　博美

只見地区センター
図書室☎ 82 ｰ 2141

※「町民の消息」欄に掲載を希望されない方は、
届出のときにその旨をお伝えください。

（２月１日～２月２８日届出分 ･ 敬称略）
■お誕生おめでとうございます

湯　田　誠
せい

　汰
た

（男／誠　史・千　穂）布　沢

三　瓶　　栞
しおり

　 （女／一　則・莉　沙）楢　戸

■ご結婚おめでとうございます
只　見　外島　義　也 ♡ 郡山市　増子　祐　美

楢　戸　三瓶　真　人 ♡ 新潟県　山田　恭　子

■おくやみ申し上げます
酒　井　スヱ子 84歳 塩 沢
三　瓶　マサ子 82歳 楢 戸
五十嵐　美枝子 74歳 八 木 沢
渡　部　久　雄 93歳 長 浜
星　　　ユ　キ 78歳 長 浜
星　　　フ　デ 89歳 塩 ノ 岐
馬　場　　恒 85歳 只 見
馬　場　キク子 91歳 長 浜


